
平成１９年８月号 （ 4 ）広　報　か　み

問
　
庁
舎
建
設
は
な
ぜ
必
要
？

答
　
香
美
市
庁
舎
と
し
て
機
能

す
る
事
務
所
が
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
新
庁
舎
建
設
の
最
大
の

理
由
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
合

併
前
か
ら
わ
か
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
合
併
協
定
に
は
「
新
市

の
事
務
所
の
位
置
は
、
新
庁
舎

建
設
ま
で
の
間
、
現
在
の
土
佐

山
田
町
役
場
と
す
る
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
当
面
の
市
役
所
と
な
る
旧
土

佐
山
田
町
役
場
は
、
昭
和
３７
年

に
建
築
さ
れ
、
面
積
も
約
１
３

０
０
㎡
し
か
な
く
手
狭
で
あ
る

た
め
、
本
庁
機
能
を
６
カ
所
の

事
務
所
に
分
散
し
て
い
ま
す
。

分
散
化
は
、
職
員
間
の
意
思
の

疎
通
や
連
携
を
阻
害
す
る
ほ
か
、
市

民
の
方
々
に
ご
不
便
を
お
か
け
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
現
在
の
本
庁
舎
は
、
老
朽

化
が
進
み
、
安
全
性
や
維
持
管
理
の

面
で
も
問
題
が
あ
り
、
南
海
大
地
震

の
よ
う
な
強
い
地
震
が
来
れ
ば
倒
壊

す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
現

在
、
公
共
施
設
に
求
め
ら
れ
て
い
る

バ
リ
ア
フ
リ
ー
や
エ
コ
に
も
対
応
で

き
て
い
ま
せ
ん
。

　
安
定
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
、
安
心
し
て
市
民
生
活
を
送
っ
て

も
ら
う
た
め
に
、
新
庁
舎
の
建
設
は

必
要
と
考
え
ま
す
。

　
庁
舎
位
置
検
討
委
員
会
で
は
、
新

庁
舎
建
設
地
を
選
ぶ
前
提
と
し
て
、

①
地
方
自
治
法
第
４
条
、
②
予
算
、

③
時
期
、
④
場
所
の
４
つ
の
条
件
を

確
認
し
て
い
ま
す
。

①
地
方
自
治
法
第
４
条

　
地
方
自
治
法
で
は
、
庁
舎
の
位
置

に
関
し
、
次
の
こ
と
が
規
定
さ
れ
て

い
ま
す
。
建
設
場
所
は
、
法
令
を
遵

守
し
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　
・
庁
舎
の
位
置
を
定
め
る
（
ま
た

は
変
更
す
る
）
と
き
は
、
条
例

で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
・
庁
舎
の
位
置
を
定
め
る
（
ま
た

は
変
更
す
る
）
に
あ
た
っ
て
は
、

住
民
の
利
用
に
最
も
便
利
で
あ

る
よ
う
に
、
交
通
の
事
情
、
他

の
官
公
署
と
の
関
係
等
に
つ
い

て
適
当
な
考
慮
を
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
・
庁
舎
の
位
置
に
つ
い
て
、
条
例

を
制
定
（
ま
た
は
改
廃
）
す
る

と
き
は
、
議
会
で
、
出
席
議
員

の
３
分
の
２
以
上
の
者
の
同
意

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

②
予
算

　
予
算
は
、
中
期
財
政
計
画
で
３０
億

円
が
割
り
振
ら
れ
て
い
ま
す
。
３０
億

円
の
範
囲
内
で
、
用
地
取
得
、
建
設
、

旧
庁
舎
の
取
り
壊
し
、
移
転
を
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
用
地
費
に
ど

れ
だ
け
予
算
が
配
分
さ
れ
る
の
か
は
、

ま
だ
決
定
し
て
い
ま
せ
ん
。

　
な
お
、
こ
の
３０
億
円
の
財
源
は
、

一
般
財
源
５
億
円
、
合
併
特
例
債
１０

億
円
、
庁
舎
建
設
基
金
１５
億
円
を
想

定
し
て
い
ま
す
。

③
時
期

　
庁
舎
建
設
は
、
合
併
後
お
お
む
ね

５
年
以
内
と
い
う
条
件
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
条
件
は
、
合
併
協
定
書
に
明
記

さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
遵
守
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
条
件
を
ク
リ
ア
す
る
た
め
建

設
工
程
表
は
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

工
程
表
で
の
庁
舎
建
設
の
位
置
の
決

定
は
、
今
秋
を
目
標
と
し
て
い
ま
す
。

④
場
所

　
合
併
協
定
書
に
基
づ
き
、
土
佐
山

田
町
内
で
検
討
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
庁
舎
建
設
は
都
市
計

画
と
深
く
関
わ
り
、
庁
舎
位
置
検

討
委
員
会
で
は
、
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え
、

建
設
位
置
の
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。

　
香
美
市
が
発
足
し
て
２
年
目
と
な
り
ま
す
が
、
合
併
後
の
住
民
の

大
き
な
関
心
の
一
つ
に
『
新
庁
舎
の
建
設
』
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
問
題
に
対
す
る
「
い
つ
？
」
「
ど
こ
に
？
」
「
ど
う
や
っ

て
？
」
と
い
っ
た
市
民
の
疑
問
の
声
に
つ
い
て
、
お
答
え
し
ま
す
。

香美市役所『新庁舎建設』について

◆
◆
◆ 

建
設
の
前
提
条
件 

◆
◆
◆

蜻
現
在
の
本
庁
舎



平成１９年８月号（ 5 ） 広　報　か　み

問
　
建
設
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
？

答
　
合
併
協
定
で
は
、
お
お
む
ね

５
年
以
内
に
新
庁
舎
を
建
設
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
事
務
局
で
は
こ
の
５
年
以
内
の

完
成
を
目
指
し
て
、
大
ま
か
に
次

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
想
定
し
事
務

を
進
め
て
い
ま
す
。

【
建
設
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
】

・
平
成
１９
年
秋
＝
建
設
位
置
、
建

設
方
針
を
決
定
し
て
、
基
本
設

計
を
作
成

・
平
成
２０
年
春
＝
実
施
設
計
を
作

成
・
平
成
２１
年
夏
＝
建
設
着
手

・
平
成
２３
年
３
月
＝
新
庁
舎
完
成

問
　
取
り
組
み
状
況
は
？

答
　
平
成
１８
年
１２
月
に
庁
舎
建

設
委
員
会
、
平
成
１９
年
５
月
に

庁
舎
位
置
検
討
委
員
会
と
庁
舎

建
設
職
員
チ
ー
ム
を
立
ち
上
げ
、

こ
の
３
組
織
に
よ
り
準
備
を
進

め
て
い
ま
す
。（
事
務
局
は
平
成

１９
年
４
月
に
で
き
ま
し
た
）

　
庁
舎
位
置
検
討
委
員
会
は
庁
舎

の
建
設
位
置
に
特
化
し
て
協
議
す

る
会
で
あ
り
、
庁
舎
建
設
委
員

会
は
、
庁
舎
位
置
以
外
の
建
設
に

か
か
わ
る
事
項
を
全
般
的
に
協
議

し
て
い
ま
す
。
庁
舎
建
設
職
員
チ

ー
ム
は
、
行
政
の
実
務
面
か
ら
庁

舎
研
究
を
す
る
チ
ー
ム
で
す
。

※
香
美
市
で
は
下
の
図
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
で
庁
舎
建
設
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

問
　
建
設
方
針
は
？

答
　
建
設
方
針
等
は
、
庁
舎
建

設
委
員
会
（
市
民
６
、
議
会
議
員

３
、
有
識
者
２
、
市
執
行
部
１

で
構
成
）
で
協
議
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
、
建
設
方

針
の
基
と
な
る
新
庁
舎
の
建
設
コ

ン
セ
プ
ト
を
調
査
研
究
中
で
す
。

問
　
ど
こ
に
建
設
す
る
の
で
す
か
？

答
　
庁
舎
の
建
設
場
所
は
、
庁
舎
位
置

検
討
委
員
会
（
旧
町
村
単
位
５
人
ず
つ
、

合
計
１５
人
の
市
民
の
代
表
で
組
織
）
で

協
議
中
で
す
。

　
具
体
的
な
候
補
地
は
ま
だ
決
定
し
て
い

ま
せ
ん
。
現
在
は
、
庁
舎
建
設
の
４
つ
の

前
提
条
件
や
候
補
地
を
比
較
検
討
す
る

た
め
の
評
価
項
目
等
を
調
査
研
究
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。

問
　
財
政
難
と
聞
き
ま
す
が
、
本
当

に
庁
舎
は
建
つ
の
で
す
か
？

答
　
昨
年
度
、
５
カ
年
間
の
中
期
財

政
計
画
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
本
年

度
の
当
初
予
算
も
こ
の
財
政
計
画
の

枠
内
で
編
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
新
庁
舎
建
設
は
、
こ
の
財
政
計
画

に
組
み
込
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、
現

在
の
財
政
計
画
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば

可
能
で
す
。

新庁舎建設の
イメージ

【検討課題】 
・位　置　・規　模　 
・機能性　・防　災　 
・利便性　・耐久性 
・ランニングコスト　・エコ 
・ユニバーサルデザイン 
・セキュリティ　 
・ＩＴシステム 
・香美市らしさ　・その他

【現実】 
・財源 
・建設期限 
・建設に関する法令

【建設の進め方】 
市民＋議会＋有識者＋行政＝協働
　・庁舎建設委員会
　・庁舎位置検討委員会
　・庁舎建設職員チーム

できるだけ高い水準の『建設理念』
を目標に、庁舎建設をめざします。

【建設理念】

きびしい『現実』と、さまざまな『検討課題』
を市民や有識者と『協働』で調整します。

※今後も、庁舎建設についての進展、動きがありましたら、　

　広報等を通じて、お伝えしていきます。

【問い合わせ先】　総務課　蕁５３－３１１２

利用しやすい庁舎を


